
かがわ働き方改革推進宣言

宣言企業番号：１３１

合同会社 ミタカ総合企業名

宣言１

〔宣言目標〕

〔具体的な取組み〕

宣言２

〔宣言目標〕

〔具体的な取組み〕

令和２年７月１６日

長時間労働を是正し社員一人一人が望むワークライフバランスの実現を目指します。

週30時間を目安に勤務の管理と業務調整をしていきます。

勤務場所や時間にとらわれない柔軟な働き方を実現するため新たにフレックス制度やテレ

ワークを導入します。

フレックスタイムやテレワークの導入により、移動時間や場所の制限を軽減し、子育

て・介護と両立しやすい環境づくりに取り組みます。


